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第２５期 国立市社会教育委員の会（第１６回定例会）会議要旨 
令和６年８月２６日（月） 

［参加者］小菅、生島、寺澤、加藤、矢野、桒畑、根岸、谷口、中田、大森 
 
［事務局］井田、楠本、高橋 
 
 
生島議長 では、時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。第

２５期国立市社会教育委員の会、第１６回の定例会を開会いたします。 
 本日ですけれども、大森委員は御連絡はないということなので、恐らくその
うち到着されるかと思います。定員数は達しておりますので、本日の会議を始
めさせていただきたいと思います。 
 それでは、本日の配付資料につきまして、事務局から御説明をお願いいたし
ます。 

 
事務局 事務局です。 

 配付資料の確認をいたします。まず、次第が乗っているものを御確認くださ
い。１枚目が次第になりまして、その次が資料１として答申構成案、その次が、
資料２都市社連協第２ブロック研修会の関連資料になります。 
 続きまして、議事録の山を御確認ください。一番上が前回第１５回定例会の
議事録です。こちらは内容を御確認いただきまして、修正等がなければ市のホ
ームページに掲載いたします。その下が「公民館だより」、「図書室月報」、「い
んふぉめーしょん」、「オアシス」をおつけしています。 
 資料は以上です。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 それでは、次第２ということで、答申案に向けた検討について入らせていた

だきます。 
 今日は確認をしていただくのみということで、さらっと行きたいと思います。
メインにつきましては、むしろ議題の３のブロック研修会のほうを確認させて
いただきたいと思います。 
 では、まず初めに、次第２の答申案に向けた検討についてです。前回の定例
会では、答申の構成案について審議を行いました。これまでのところでは、ま
ず、調査の結果とか論点、課題、提案みたいな本当にざっくりした内容になっ
ていたんですけれども、皆様方からの御意見によって、もう少し具体的な項目
を章の構成の中に入れていったほうが分かりやすいのではないかというよう
なこともありまして、前回、あらかたこのような形のものを御提示しました。
そして、柱立てですね。前回はたしか５つの柱立てにしていたんですけれども、
具体的な論点を柱立てのところに出していくというような形で御提示いたし

ました。それを踏まえて皆さん方にも見ていただいて、さらにその柱立てとい
うのを、具体的に申しますと、細かく割ったというようなことがあります。 
 そのことを踏まえて話をしていきたいと思いますが、まず、柱立てのほうを
先に見ていただければと思います。前回の定例会の議論を踏まえまして、タイ
トルとか表現の仕方、そして分割したものを御提示いたしました。ぱっと見て
いただきますと、まず「はじめに」ということで、この答申案についての説明
ということです。どういうふうに答申案をつくってきたかというようなことを
提示していく。その次、１で、ＩＣＴ利活用に関する基本的な考え方というこ
とで、我々がＩＣＴ活用について検討するといったときに、何を大事にしてい
るのかというようなことを説明していく。 
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 ２番目に、具体的な検討内容としてどういうものがあるかということで、
２が講座や事業におけるＩＣＴの活用のことを出しています。これ、前回はオ

ンラインやハイブリッド型の講座・事業についてというふうになっていたもの
を、今回は、講座・事業におけるＩＣＴ活用についてというふうに変更をして
おります。 
 ３番目なんですけれども、前回までは学習機会・学習情報の提供というふう
になっていて、さらにそこにデジタルアーカイブというのも付け足していたん
ですけれども、まず、学習機会や学習情報の提供という発信型のものと、それ
から、デジタルアーカイブとかストックしていくようなものを一緒にしていく
というのはなかなか難しいだろう。これはむしろ切り分けたほうがいいんじゃ
ないかということで切り分けた上で、さらに、この３の中で書いていることと
いうのは、要するに、講座とか事業を進めていく上で、市民の方々に知ってい
ただく上での広報とか、またはそれに参加する上での受付業務に関するＩＣＴ
の活用であるということで、むしろそれを前面に出したような表現にいたしま

した。 
 ４番目ですけれども、切り分けたデジタルアーカイブを独立させてあります。 
 さらに、５、６につきましては前回のとおりですけれども、４を挿入いたし
ましたので、１つずつ送っていっているということで、番号がずれていってい
ます。 
 こういうようなことで構成案を変更し、この後、それについて書き加えてい
こうと思っているところです。このことについて１点、御確認をいただきたい
というのが１つ目です。 
 それから、併せてもう一つ話をして、皆さんの御意見を伺えればと思うんで
すけれども、具体的に言うと１の部分につきましては、あらあらで文章にして
みています。２以降はこれから手をつけていく、整理していくというところな
んですけれども、１の部分はこういう形で書き進めていこうというような、皆
さんに雰囲気といいますか、タッチはこんな感じでいいかなというので御確認

いただければということで書いてみているものです。ですので、前回までは箇
条書であったりだとか、これまで出された意見を切り貼りしたようなものだっ
たのを、整理していくとこういうふうな形になりますよということで１でして
ありますので、御一読いただいて、こういう形でいいかどうかとか、または、
２以降のイメージを膨らませていただくというふうにしてもらえればと思い
ます。黙読で結構ですので、御覧いただければと思います。 

（資料黙読） 
生島議長 いかがでしょうか。２以降はまだ手をつけていないですので、むしろ１を

見ていただいて、文章化していくというような部分で少し手応えを見ていただ
いたりだとか、２以降を今後書いていくに当たっての皆さん方からの御意見や
アドバイスなどがあれば、今月から来月にかけての作業課題にしていきたいと
思いますけれども、御意見ありましたら、ぜひお出しいただければと思います

が、いかがでしょうか。 
 矢野委員、お願いいたします。 

 
矢野副議長 一般的な感想ですけれども、こういう答申は長く書くと立派なように見

えてしまうんですけれども、そうすると、逆に読まれなかったりとか、何が力
点なのか分かりづらいとかいうところもありますので、このぐらいの分量とい
うのはすごく読みやすい分量ですし、必要なことだけを述べるという意味でも
適当な分量であり内容なのかなと思いました。 

 
生島議長 ありがとうございます。分量的なことについて御意見いただきました。今、
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１の部分しかまだ手をつけていないんですけれども、基本的な考え方というの
も皆さんにお分かりいただくということも大事だけれども、落としちゃいけな

い部分もあるという意味では、私も端的に示していくということは必要だろう
なと思っていたところです。皆さんとも何度も意見交換をしているとおり、何
でもかんでも使えばいいということではなくて、学習の内容や状況または利用
者の側に合わせて使っていく、場合によってはそこにはＩＣＴ弱者もいるわけ
なので、様々な活用法の１つとして使っていくというような視点というのは冒
頭で御説明しておく。ここの部分がこのくらいなので、２以降も、今、矢野副
議長からもお話がありましたとおり、長くすればいいということではなくて、
端的に示していきたいなと思います。 
 その意味では、取捨選択をしたりだとか、大事なことはもちろん盛り込みつ
つも、順番を入れ替えたりとか、同じような意見の部分はまとめたりするとい
う作業を今後進めていきたいと思います。ありがとうございます。 
 ほかに御意見いかがでしょうか。ぜひ今みたいな、分量はこのくらいにして

とか、それ以外にも、今後作業していくときのアドバイスといいますか。 
 桒畑委員、お願いいたします。 

 
桒畑委員 桒畑です。私も矢野委員と全く一緒で、前回の原稿を両方見ながら見てい

たんですけれども、あと、家でばたばたと目を通していたんですけれども、非
常にいいかなと思っています。前回の表現よりもこっちの文章タイプのほうが
いいんじゃないかなと。ただ１つ、私、国語が弱いんですけれども、下から３行
目の、「パソコンは使用していないといったデバイスごとの使用度」、使用度合
い？ 言葉がちょっと、言いたいことは分かるんですけれども、ここはどうな
のかなと、ちょっとだけ分からなかったということです。 
 以上です。 

 
生島議長 ありがとうございます。表現ですね。「利用状況や」みたいなことですか

ね。「利用度」とか。ちょっとここは何かいい言葉ありますか。つまりは、市民
側で、ＩＣＴをみんな使える、使えないじゃなくて、スマホは使うけれども、
パソコンは使えないとか、様々、個人の中にも使える、使えないもあるので、
とにかく多様だということを言えればいいんだということですね。デバイスご
との利用状況も含めてみたいなふうなことになればいいのかなと思います。御
指摘ありがとうございます。ここも含めて、全体のつなぎは決めて検討してい
きたいと思います。 
 前回、たしか加藤委員がお休みされていたんですよね。大分、それまでの議
論、もうちょっと短くなってきていますけれども。 

 
加藤委員 私、前回、前々回もお休みしていまして、ちょっとあまり……。 
 

生島議長 どうでしょう。１がこういうふうな形に少しずつなってきているので。 
 
加藤委員 全体の流れは確かに分かりやすいなと思いまして、前回の議事録を簡単に

拝見したところでいうと、広報と受付におけるＩＣＴ活用、そういったところ
が出てきたというのは、確かに分かりやすいなと思いながら拝見しておりまし
た。前回の議事録を読んでいる中でいくと、片仮名の表現が多いみたいな話が
出ていた中で、その辺りをどの程度抑えていくのかどうかというところはちょ
っと気になったところであったんですけれども、内容そのものについては特段
問題ないといいますか、よいかなと思いながら拝聴しておりました。 
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生島議長 ありがとうございます。片仮名表記はそうなんですよね。この話題から片
仮名を抜いていくと説明ができなくなる、逆に分からなくなっていっちゃうの

ではないかというようなこともあるかと思いますけれども、分かりやすい説明、
または場合によっては注釈を入れていくということも必要かと思います。あと、
多分いらっしゃらないときに議事録の中で表現があったのが、例えばＺｏｏｍ
とかＴｅａｍｓとか、商標とか個別の具体的な商品名とかに関わるものは一般
的な名前に置き換えていかなければいけないよねというようなことで、オンラ
イン会議システムみたいになるのかもしれないんですけれども。 

 
加藤委員 逆に分かりづらそうなところもある気が……。 
 
生島議長 そんな話題は出ていたので、恐らくその部分もあるかと思います。 
 
加藤委員 ありがとうございます。そうですね。 

 
生島議長 ありがとうございます。ほかには、大体よろしいでしょうか。ほかにはよ

ろしいでしょうか。 
 大森委員、お願いいたします。 

 
大森委員 大変いいと思います。それで、僕も迷いながらなんですけれども、柱立て

は２と３を逆にするというのもあり得るのかなと思いました。そうすると、簡
潔に行きやすいような気もします。 
 それから、言葉なんですけれども、コロナって同時代の問題で、人文社会科
学の問題って同時代の問題についてそんなに得意ではないんですけれども、学
術書を見ると、略称で、「コロナ禍」と「コロナ下」と両方あるんですね。どち
らもあり得ることなんですけれども、こういった答申は、コロナ禍にしてもコ
ロナ下にしても、後の時代の人が見ると意味が分からなくなってしまうので、

例えば「新型コロナウイルス感染症の流行下（以下「コロナ下」）」とか、後の
時代でも分かるような書き方がいいのかなと思います。 
 好みの問題なんですけれども、「禍」というのは、人間にとっては災いなんで
すけれども、自然科学の現象としてはコロナウイルスの感染症の拡大なので、
好みにもよりますけれども、整理して使っていくのがいいかなと思いました。 

 
生島議長 ありがとうございます。重要な御指摘いただきました。表記のところです

けれども、これも今のときだから分かるけれどもというようなこともあります
ので、特に冒頭、一番初めに出すところで、きちんと新型コロナウイルス感染
症の拡大の下でというような表記をして、以下、コロナ下とか、特に今のお話、
「コロナ下」のほうが、コロナ状況の中で、感染拡大状況の中でという意味の
ほうがいいのかなと思いましたけれども、その辺りのことも含めて直していき

たいと思います。 
 あと、柱立てのところはどうでしょう。今、大森委員から大きな御指摘かな
と思って、ぜひここは皆さんと協議をしておきたいところではあります。すな
わち、２ページ目の２のところ、先に講座・事業におけるＩＣＴ活用というの
を入れて、その後、広報、受付におけるＩＣＴ活用というようなことで、この
順にしてあるのは、学習機会とか事業の場面が一番メインといいますか、大き
い部分にはなるだろうし、読み手であり使い手の人たちも、ここをまずどうす
るのというふうにきっとイメージをしやすいだろうから、そこから入るという
ようなことで考えると、２からかなというふうには思いますけれども、一方で、
時間的な順序というふうなことを考えると、今、大森委員が御指摘くださった
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ように、３から入って、まず、そういった学習機会を知る、それから、申し込
む、受け付ける、さらには参加するというような順序のほうがという趣旨でよ

ろしいでしょうか。 
 
大森委員 はい。 
 
生島議長 そういうことで、順番を２と３を変えたほうがいいんじゃないかというよ

うな御意見として受け止めさせていただきました。この辺り、どうかというこ
とで、皆さん方からも御意見、今みたいにそれぞれに多分、意見があるんじゃ
ないかと思うんですけれども、どうしていったほうがよさそうか、ここで決定
していなくてもいいと思うんですが、今の段階で少しもんでおいてもいいかな
と思いますので、御意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。 
 矢野委員、お願いいたします。 

 

矢野副議長 それぞれ利点があると思うんですが、私はシンプルに講座・事業があっ
て、それに対する広報と受付があるので、今までどおりのほうがすっきりする
かなというふうには思いました。 

 
生島議長 ありがとうございます。ほかの委員さん方の御意見も伺えればと思います。

場合によって、入替えの問題というのはほかにあり得るかもしれませんので、
２以下の部分、２、３に限らず、もしかして順番を入れ替えたり、これを前に
持ってきたほうがいいんじゃないかというのもあれば、それに合わせて変えて
くるようになりますので、御意見いただければと思いますけれども、いかがで
しょうか。 
 いかがでしょう。どこからでも御意見ありますか。悩ましいところかと思い
ますけれども。 
 中田委員、お願いいたします。 

 
中田委員 中田です。どちらでもいいかなと思って聞いていたのですけれども、２と

３がセットで、４が１つのかたまりで、５、６が条件整備ということになって
いると思うんですね。２、３は、２が学習活動そのものという感じがしますの
で、今の配置のほうが自然なのかなというふうには思っていました。 
 その上で第１節の基本的な考え方を一言で言うと、「バランスが大切だよ」
となるんですけれども、その理由として、「デジタルデバイドがあるしね」と書
いてあって、これに対する答えが第３節にあると思うんですね。第４節は、「保
存も大事だけれども、活用もね」と書いてあるわけなんです。第２節は「バラ
ンスが大切だよ、目的、内容次第だからね」となっているんですけれども、強
いて言うならば、「目的と内容次第だ」というのがあまりにも一般的なお話に
なっていますので、今後の議論として、３と４はアウトラインというか目玉が

できていると思いますので、２の「目的、内容によって使い分けを」というと
ころを、もう一歩話し合いで深めていくと、答申の濃さが深まるんじゃないか
なと思っていました。 

 
生島議長 ありがとうございます。まず、柱立てに関してはこのままでいいんじゃな

いか、むしろ事業の活用の部分を前に持ってきたほうがいいんじゃないかとい
うようなことの上で、２のほうにつきまして、バランスが大事、ちょっと結論
は見えているようなところもあるというようなところもありまして、その辺を
をどういうふうに打ち出していくかというようなところ、もう少し深くこの辺
の視点を定められれば、切り込んだ提案ができたほうが分かりやすいんじゃな
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いかというようなことでありました。ありがとうございます。 
 今の中田委員からの非常に大事な御指摘ありました。特に２の部分に関しま

しては、私のほうでも少し書き込みをしながら今の御意見を伺っていきたいと
思いますけれども、皆さん方のほうでも次週、持ち帰っていただいて、さらに
私が原案をつくってきたものについて、もっとこの辺の書きぶり、こうやって
いったらインパクトが出るんじゃないかというようなところを御検討いただ
ければなと思います。 
 確かに今までの議論に関しますと、内容や方法、目的によるよねというよう
なところがすごく大きかったとは思うんですけれども、あとは、講師の方々が
多様になってくる、オンラインでの参加によっても多様になるというようなメ
リットもあったかと思いますけれども、あと、参加者の入り口、参加するハー
ドルを下げるというようなこともポイントとしてはあるかと思いますが、いず
れにしても、状況とか内容に応じてというようなことが最終的なポイントには
今の段階ではなっているかと思います。その辺で、さらに付け加えたらいいん

じゃないかというようなところを次回、委員さん方からも御意見としてお持ち
いただければと思いますので、お忘れないようにお願いできればと思います。 
 つきましては、構成については、今、大森委員から２と３を逆にして、時間
的な流れに合わせたらいいんじゃないかという御意見もありつつ、一方では、
このままでもいいんじゃないか、むしろ講座・事業が活用の内容に関わること
なので、前のほうに持ってきておいたほうがいいんじゃないかというような御
意見もあったんですけれども、どっちでもいいんじゃないということもあり、
どうでしょう、大森委員、今の……。 

 
大森委員 どちらでも。 
 
生島議長 はい。今の２、３の順番でまずはいかせていただいて、その後、また再検

討が必要であれば議論していきたいと思います。ありがとうございます。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 
 では、次回に向けて、さらにこの後、整理をしておきたいと思いますので、
もうちょっとお待ちいただいて、また次回、見ていただければと思います。ま
ずは１のような書きぶりで進めていきたいと思いますので、御承知おきいただ
ければと思います。ありがとうございました。 
 では、次第２については今日はここまでにしたいと思いますが、よろしいで
しょうか。ありがとうございます。 
 では、続きまして、次第３の東京都市町村社会教育委員連絡協議会第２ブロ
ック研修会について、いよいよ１１月になって迫ってまいりましたので、この
ことについての話をさせていただきたいと思います。 
 資料２を御覧ください。これに冒頭ありますけれども、事務局のほうから、
くにたち富士見台人間環境キーステーションの打合せの内容についての御報

告がありました。ここで事例報告をしていただく３つの団体の内容が決まって
きたところです。要するに、ここでお示しした資料２ですけれども、検討を進
めまして、できればこの内容で決定をしていき、これを都市の委員さんたちに
向けて開催要項として案内していく、そういう運びにしていきたいと思います。 
 つきましては、今お示ししているとおり、開催要項を案として作成しており
ますので、確認していただき、今日ここで修正と審議をして成案にして、この
後、告知というふうなことにしていきたいと思います。この件につきまして、
本研修ですけれども、基本的に国立市が所属している第２ブロックに所属する
各市の社会教育委員の方々が対象となっています。ただ、この案自体はほかの
ブロックにも資料としては回るんですよね。回ります？ 
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事務局 参加対象としてお呼びするのであれば、ほかのブロックにもお送りします。 

 
生島議長 そうか、そうか。もしより広く、第２ブロックで国立が企画するけれども、

場合によってほかのブロックにも声がけしたいよとか、広くやりたいよという
ことであれば、参加を呼びかけるということも可能です。そのことについては
ブロック幹事市の判断ということになっています。ですので、本研修への参加
の呼びかけをどこまで行うかということについても加えて審議をしていき、そ
れによって、この告知をどこに開いていくかということも検討していきたいと
思います。 
 資料２につきまして、付け加えて事務局のほうから御説明をお願いいたしま
す。 

 
事務局 事務局です。資料２ですが、議長から今説明いただいたとおり、他市の委員

さんに御案内をさせていただく予定の開催要項案になります。上から１、２は
日時と会場について、３が第２ブロックのテーマについて書かせていただきま
した。その下の研修の「ねらい」というところは、今まで出てきた議論を踏ま
えて、議長と相談の上、書かせていただいております。４番の研修日程ですが、
こちらは当日の具体的なタイムスケジュールを記載させていただきました。案
の状態なので、事例発表の順番についても仮でございます。冒頭、１０分間で
開会の御挨拶等がございまして、１３時４０分から事例発表ということで第一
部を置かせていただいております。①、②、③と各発表者のところでタイトル
をつけさせていただいております。こちらは各団体のほうに検討いただいたも
のとなります。③の国分寺市は調整中になりますので、決まり次第というとこ
ろになります。 
 資料２について、概略は以上になります。 

 

生島議長 ありがとうございます。内容及び告知の開き方ということについても含め
て御意見いただきたいと思いますけれども、まず、内容につきまして皆さん方
から、特に紙面上、御意見いただければと思います。何かお気づきの点や表現
等ありましたら、御指摘いただければと思います。あと、「ねらい」の部分です
ね。今回、趣旨説明を入れてあります。 
 ちょっと読みますと、国立市では、まちづくりにおいて「ソーシャル・イン
クルージョン」の理念を掲げています。「ソーシャル・インクルージョン」の社
会の中心には一人ひとりの多様な学び合いがあります。本研修では、誰もが地
域での継続的な学びを得るための実践について事例発表をとおして学びます。
第二部のグループディスカッションでは、実践事例についての理解を深めると
とともに、それぞれの地域で実践を展開するための方策について検討しますと
いうような文にしております。 

 矢野委員、お願いいたします。 
 
矢野副議長 この事例発表のところのタイトル、例えば「まちづくらーの奇跡」とい

うのは、それだけだと何のことか分からないと思うんですね。何行かでも説明
を入れるのかどうかなんですけれども、今までのブロック研修会は、内容説明
が入っているところと入っていないところがあったような気がしたんですけ
れども。それから、②は「多様な主体の協力による、共生に向けた学びの機会
創出」ということなんですけれども、より具体的に言うと、学校卒業後におけ
る障害者の学びの支援推進事業という国のモデル事業の実践事例でもあるん
ですよね。しょうがいしゃの学びということがこのタイトルでは分からないの
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で、説明の中で入っているといいのかなと思いました。 
 

生島議長 そうですね。ありがとうございます。今、①、②で出していただいている
タイトルは、御報告をお願いしている方々が、こちらからここのタイトルを出
してほしいと言ったときにお出しいただいたものだったんですね。ここ一日二
日ぐらいのところでいろいろなところから集まってきたものだったんですけ
れども、今、矢野副議長からお話があったとおり、②については、しょうがい
しゃの学習機会であるとか、またはしょうがいを持つ人の社会参加なりステッ
プになっていくような学びの創出というような表現が見えにくいところでは
ありますよね。その辺をもし変えていただくようであれば、少しやり取りをす
る必要があるかとは思います。ただ、これもそれはそれで売りなので、出すよ
うにお願いしたほうが分かりやすいのかなというふうな、矢野副議長の御意見
もそういうことかと思うんですけれども、どうでしょう。少しこの後、やり取
りしていったほうがいいかどうかということも含めて、その他の御意見も皆様

方からお出しいただければと思いますが、いかがでしょうか。 
 
矢野副議長 タイトルは発表者の御希望ということですので、それでいいと思うんで

すよ。だから、そのタイトルの説明文を入れるといいのかなと思います。 
 
生島議長 そうですね。その説明文もこっちで少し整理して書く、加えるということ

ですね。 
 どうでしょうか。説明文を加えたほうがいいかどうか。加えるとなると、手
続的なこともちょっと出てくるかなと思いますけれども。場合によっては、も
う一つの案で、タイトルをもう少し分かりやすくしてもらうような形にする。 
 いずれにしても、やり取りはこの後、少し必要かなと。仮に概要を少し述べ
ていたとしても、報告の方々とのやり取りというのは必要かなと思うんですが、
どうでしょう、皆さん方、御意見。 

 寺澤委員、お願いいたします。 
 
寺澤委員 矢野委員がおっしゃるとおり、内容がもうちょっと分かったほうが、これ

を見た人の興味をそそると思います。ただ、それに関しての説明文も発表され
る方々がある程度作らないと、もしかして違ったりしたときに問題があるので
は。サブタイトルだけでも分かりやすくつけてもらうだけで違うかもしれない
です。１枚で収めるとしたら、文字数も決まってくると思うので、何文字ぐら
いで分かりやすくしてくださいとお願いをするのがいいかなと思いました。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 加藤委員、お願いいたします。 
 

加藤委員 今回、こちらでこのお三方をお呼びするというところの意図が一言で伝わ
ればいいんじゃないかなと思ったというか、あくまで講演される方々は講演さ
れる方の視点で書かれると思うので、１番だったら、例えば大学生と地域の学
びだったり、分からないですけれども、そういった一言で、３つそれぞれ何を
表しているのかということをこちらが提案的に形にしてしまって、そういった
方向で書かせていただけますかということを伝えるというふうなことで、最低
限のやり取りでやれればいいんじゃないかなと。大学生とかしょうがいしゃの
方、３番が何だったかちょっと覚えていないんですけれども、ということで、
こちらの意図が伝わるような形で一言書ければいいかなと思いました。 
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生島議長 ありがとうございます。今、お二方の御意見、これだけだとちょっと分か
りにくい。そういう意味で、概要的なことをもう少し深めて、短い文章でお願

いしたほうがいいんじゃないかということだったり、または、こちらの趣旨を
生かしたポイント、タイトルはお出しいただいていて、これももちろん出さな
いわけではないんですよね。 

 
加藤委員 そうですね。なので、それは書いてよくて、単純にここで、別に５文字と

か６文字とかそういうレベルでもいいかと思うんですけれども、それが伝わる
ようなものが書ければ十分かと思います。 

 
生島議長 要するに、ポイントというようなところを。 
 
加藤委員 そうですね。 
 

生島議長 サブテーマなんですけれども、こちらのお願いしたときのポイントをやっ
た上で、お出しいただいたタイトルを御提示するというようなことかと思いま
すが、ほかの御意見いかがでしょうか。 
 事務局に確認をしたいのは、Ａ４、１枚で終わらせないといけないんですか。
それとも仮に裏表というか２枚になっても大丈夫ですか。そこの紙面の制約が
あるわけではない？ 

 
事務局 はい。 
 
生島議長 ということです。 

 それから、日時的なことですけれども、こういう広報を大体は遅くとも１か
月前には出しておきたいというようなことで、できれば１０月初めには出せる
ようにしたいと。ついては、遅くとも９月の末には成案にしたいというような

ことがあったので、今月はまだそれよりもさらに、８月末ですから早いので、
仮に延ばしてももう一か月はあるというようなことではあります。ただ、でき
ればこういう周知は早いにこしたことはないので、今回、ここで検討している
というようなところでもあります。その辺もお含みおきいただいて、ここから
どのくらい、どういう手を入れていくかというようなこと、御意見いただけれ
ばなと思います。 

 
加藤委員 ちなみにこれって、これを見て参加するかどうか決めるという類いのもの

ではないですよね。単純に皆さん、参加されるものなのでしたら、単純に、変
な話、別にそこまで手を加えなくてもいいのかなとも思ったという。すぐ決め
たいという話であれば、このままいってもいいのかなと思いました。 

 

生島議長 矢野副議長、お願いいたします。 
 
矢野副議長 第２ブロック研修会ですので、ブロック幹事市の委員はなるべく出るよ

うにということではありますけれども、他市の場合は任意ですので、何人出ら
れるかは今の時点では分からないんですね。だから、内容により関心があるな
いというのはどうしても出てくるかなというところはあります。 

 
加藤委員 そういう話であれば、やっぱり先ほどの話で、「まちづくらーの奇跡」っ

て、僕も本とかを読んだことがあるので存じ上げているんですけれども、ぱっ
と見たときに大学生が関わっているだったりとか、地域との関わりが生まれて
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いるということは事前に分からないかなという意味でも、一言添えたほうがい
いかなと改めて思いました。 

 
生島議長 ありがとうございます。そうですね。「まちづくらー」というふうな言葉

も、私も今回初めて出されてきて、おっというふうにはなるけれども、説明が
ないと分からないところではあります。 
 桒畑委員、お願いいたします。 

 
桒畑委員 私も全く同感でして、ちょっとマイナーな表現かもしれませんけれども、

中づり広告のサブタイトルみたいなものをつけたほうが分かりいいのかなと。
ですから、１番の「まちづくらー」だったらば、例えば学生と一緒に始めて
２０年の協働活動とか、２番目のほうは、リカバリーの学校＠国立という言葉
だけでも何かちょっと分かり、それが自然に調べるヒントにもなるしというよ
うな、前、６月とか７月に頂いた資料を見て、その中からピックアップして、

リカバリーの学校＠国立、要は学校卒業後におけると先ほど矢野委員がおっし
ゃったコメントを入れるだけでいいと思います。 
 ３番目は、講師のほうで考えているようですけれども、一番最初に６月の定
例会で出た資料から、きっとこっちのヒアリングをまとめていることだけなの
で、加藤先生がどういうことを話すのかは難しいところがあるんですけれども、
何かちょっと入れたいかなと思うんですね。タイトルがまだ調整中ですから、
タイトルだけじゃなくて、もう少し突っ込んだ、イメージが膨らむようなもの
を１行入れることには賛成です。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 大森委員、お願いいたします。 
 
大森委員 皆さんの御意見、そのとおりだなと思うんですけれども、もう会期も迫っ

ているので、一度、登壇者にタイトルをいただいちゃっているので、第一部事
例発表の後に２行置いて、①では大学生による地域の取組、②ではしょうがい
しゃと健常者が学ぶ取組、③では何について話をいただきますとこちらで書い
てしまうのでいいんじゃないでしょうか。 

 
生島議長 ありがとうございます。そうですね。今、大森委員からも具体的なアイデ

アをいただきましたけれども、この後、それぞれの団体の方々にもう一回、例
えばもう少し具体的な説明にしてほしいとか、タイトルを少し置き換えてほし
いということを御依頼するというよりは、むしろこちらで書き加えて、内容が
より分かりやすい形で読んでいただけるような加筆をさせていただくという
ことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 今、大森委員からいただいたような、①、②、③の前に、①では大学生と住

民の学び合いの関係である、②ではというふうな形で御報告いただきますとい
うふうなことを言って、①、②、③で並べるということにもなり得るかなとい
うふうに思いました。 
 今、私もぽんと見て思ったことは、報告もいきなり報告に入るわけではなく
て、恐らく開催趣旨みたいなのを冒頭でしないと、何でこの３人が、どう並ぶ
のというのも多分分かりにくいかなと思って、当日はそういった趣旨説明も少
し必要になるかと思うので、それとも重ね合わさるような形で、今の大森委員
から御指摘いただいたような加筆をさせていただきたいと思います。よろしい
でしょうか。なので、あえて御報告者たちにお願いするのではなくて、こちら
で話がつながるように加えていくというふうにしたいと思います。 
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桒畑委員 それと、すいません。順番はこれでいいんですか、内容的に。これはきっ

と第二部のグループディスカッションにも関わってくると言ったらおかしい
ですけれども、最後のほうがイメージが強かったりしますから、それと、スケ
ジュールからしてみると、第二部についてが、ある意味では、この後我々が一
生懸命役割分担したりとか、そういうことをしなきゃいけないと思うんですね。
そうすると、日程的に言うと、あと９月と１０月の２回しかないわけですよね。
だから、そこら辺、今日は決められなくてもイメージを膨らませないと。 
 私が去年参加した昭島市のやつはちょっと異例なグループディスカッショ
ンでしたから、それ以外のは経験がないので、その辺も含めて御経験のある先
生方にもみんなのイメージが膨らむように……。だから、当日、例えば私は道
案内でもいいし、受付ですよでもいいし、例えばフリーでいて、何かあったら
そこにぱっと穴埋めで入るとか、そういうことも考えなきゃいけないと思うん
です。 

 以上です。 
 
生島議長 ありがとうございます。今、桒畑委員からお話しいただきましたけれども、

まず、グループディスカッションのほうも少しイメージしながらやっていくと
いうようなことで、そこを考えたときに、順番がこの順番でいいのかというよ
うなことで、次のポイントに行きたいと思います。 
 加筆をするということを前提として、この順番でいいかどうかということで
す。前提として、これまでの議論の中で、第二部のグループディスカッション
については、機械的にグループを分けるのではなくて、むしろもっとこのこと
について話を聞きたいという人たちが集まる、だから、第一報告についてもう
少し聞きたいとか、またはもう少しこのことについて深めたい、情報交換をし
たいということでグループに分かれていくというふうにしたほうがいいんじ
ゃないかということで考えられていたわけなので、今の桒畑委員のお話だと、

後ろのほうがインパクトが強いんじゃないのか。なので、どういう順にするか
ということにも影響があるかなというふうなことでもありつつ、あとは内容的
なこともきっと含めてですよね。どんなふうな展開にするかということでもあ
るかなと思います。そういう意味では、２は国立の公民館であり、国立市の実
践ならではみたいな、他市の方々も多く関心を持っておられるしょうがいを持
つ人たち、または、そうしたなかなか出にくい人たちをいかに参加につなげて
いくか、学習機会の提供にしていくかというようなことでもあるかと思います
し、③については、人権学習を住民参加型で組み立てていこうとする、それに
よって地域を知る事業を見直していくというような視点がありますので、非常
に公民館活動的というか、そういうところもあります。 
 一方で、①というのは、そういう意味ではもう少しまちづくりというのを学
び合いの場として捉えていくという意味では、広く社会教育活動を捉えている

というようなことでもあるかなと思いますけれども、この順番についても御検
討いただければと。御意見、何かありましたらいただければと思います。今こ
ういうふうに①、②、③になっていますのは、まずは国立の実践で、かつ、よ
り広く、様々な多様な人たちが関わり合っている実践であり、それをさらに公
民館をベースに関わっている②の実践、そして、他市の実践というような流れ
になっているわけですけれども、ほかの案がありましたら御意見いただければ
と思います。 
 まずは順番のことで御意見いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 
矢野副議長 直接順番というか間接的なんですけれども、まず、グループディスカッ
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ションを３つに分けるのかどうかということと、要するに、１つが大きいです
よね。普通だと６つとか８つとかでグループディスカッションをやるんですけ

れども、もし細かく分けるんでしたら、発表者が複数のところは分かれて入る
とか、そういう問題をどうするかということと、それから、その場だとすごく
多いところとすごく少ないところが出てきてしまったりしますので、そういう
場合、事前に第１希望、第２希望を取って、第１希望がすごく多ければ第２希
望に回ってもらうとか、多少バランスを取るとかということも必要なのかなと
思いました。 

 
生島議長 ありがとうございます。次々と問題が出てくるんですけれども。 
 
桒畑委員 よろしいですか。さらに会場的なもの、会場、ここですよね、を考えて、

前回、去年並みの我々も含めて４０人くらいと考えた場合、３つのグループに
する。車座というわけにいかんでしょうから、それを考えると、トータルの時

間、１６時解散、若干余裕はあるみたいですけれども、それぞれの発表者が持
ち時間２０分ですよと。すごく細かいことを言うと、１３時４０分に司会者が、
じゃあ、これから事例発表しますよと。大体早くても３０秒後くらいに一番バ
ッターが話し始める。そこから２０分。そして終わって、入れ替わりがあって
と、そこだけで隙間隙間で５分ぐらい経過しちゃうわけです。順調にいったと
しても、１４時四十何分、５０分近くになると。そこからグループ分けします
よというと、ここも手際よくやらないと一番無駄な時間ということになって、
国立は下手だなと言われかねませんから、グループ分けをするんだったら手際
よくやらなきゃいけない。ただ、乱暴なことを言えば、第１の発表が終わった
ら、その後２０分、みんなでという手もありますよね。もし参加者が少なかっ
たらそれができます。多かったらグループ分けのほうがいいと思います。でも、
参加人数は事前に分かるんでしたっけ。とするならば、そこら辺の台本、シナ
リオの時間配分は最終回の打合せでやればいいと思うんですね。人数がある程

度分かれば予想がつくから、そうすると、矢野委員が言ったように、ぱっぱっ
と第１と第２くらいを先に紙を渡しておいて、どれに参加したいですかという
ことですね。あとは、僅かな時間の間に椅子なりなんなりをばばばーっと我々
で並び替えなきゃいけないということです。場合によっては、そういう裏方的
なスタッフが足りなかったら、何人かをどこかから動員しなきゃいけないと思
うんですね。ということまで、本当に裏方を考えなきゃいけないと思うんです。
最近、今週末の開会式の台本を作っていたもんですから、そんなことばっかり
頭にありまして、よろしくお願いします。 

 
生島議長 矢野副議長、お願いいたします。 
 
矢野副議長 事前に希望を取っておけば、受付の段階で、何々さんはＡグループ、何々

さんはＢグループと決めて座っていただく。それで、席はもう事前につくって
おいて、そこの席から登壇者のお話を聞くというのが割と一般的ですよね。 

 
生島議長 そうですね。 
 
矢野副議長 そうすれば、事前につくっているので舞台転換の手間がありません。そ

の場合は、事前に希望を取っておかないといけないということはありますけれ
ども。 

 
生島議長 谷口委員、お願いいたします。 
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谷口委員 私たち民生委員がこの部屋をちょうど借りて、毎月１回、４５人ぐらいで

会議をするんですね。そちらを正面にして座るんですけれども、あと、みんな
でディスカッションをする時間を取るんですけれども、大体七、八人ぐらいを
１グループにしていかないと、３つぐらいだと、部屋が狭いので声が入り混じ
ってしまって、なかなかディスカッションにならないんですね。だから今、私
たちは１０人以下ぐらいのグループにして、話して、話して、３０分ぐらい話
をするんですが、机と椅子が本当にびっちり入るので、それを動かすのは結構
大変なんですね。だから、そういう意味では、グループ分けを事前に効率よく
やっておかないと、そこからということは非常に難しいと思います。 

 
生島議長 ありがとうございます。今の御意見を伺って、大体皆さん方も、なるほど、

こうだと多分共有していただけることは、我々、できるだけ早めに告知をした
上で、１０月下旬、私たちの会議の前までぐらいには申込みの取りまとめをし

ておく。その上で、何人ぐらい、どういう御希望があるかというようなことも
知っておいた上で、この会場をつくるときにはある程度グループ分けをして、
どこに座っていただくという目安をつくって、参加者にはそこに座っていただ
いて、第二部のグループディスカッションのグループに着座していただいた上
で第一部を聞いていただくということがどうもスムーズそうだぞということ
が共有されるかなと思いますが、よろしいでしょうか。 
 加藤委員、お願いいたします。 

 
加藤委員 やり方として、グループが分かれる場合、５グループぐらいに分かれられ

るのかどうかというのがまず気になっていて、単純に１番の「まちづくらーの
奇跡」の内藤さんと一橋大学生でグループが分かれて、井口さんと土屋さんで
それぞれのグループをつくって、加藤さんはお一人なのでということでテーブ
ルに着くとすると、４０人ぐらいだとしたら８人になるかなということで、そ

ういう分け方はできそうだなということが思えたと。あとは、来る前にこのグ
ループにするということで分けたときに、話を聞いてみたらこの人の話を聞き
たかったということが当然起こるんじゃないかなという気もしていて、何かそ
ういった場合を考えるんだとすると、１つはグループを移動できるみたいな形
を取るか、場合によってはパネルディスカッションに近いような形にしてしま
って、３つか４つぐらい大きくテーブルが分かれているなり、それこそパネル
を使うでもいいですけれども、そういった形で取ってしまって、４０分だか
５０分だか、それぐらいの時間の間で聞きたいところに聞きに行くみたいな形
もあるのかなと思ったところ。なので、事前に決めてしまうかどうかによって、
そこら辺の動かし方は違うんじゃないかなと思うんですけれども、どちらもあ
り得るかなと思いながら聞いておりました。 

 

生島議長 ありがとうございます。前提として、皆さんと共有させていただこうと思
いますのは、人間環境キーステーションのほうについては私も行けなかったん
ですけれども、国立市公民館であったり眞山舎のところであるとか、または国
分寺の公民館の加藤さんとの打合せについては、私も一緒に行きました。その
ときに講師の方には、既にグループワークのことについても話をしております。
そのやり方については、これまでに、６月ぐらいまでのところで、この会議で
話をしたものです。 
 事前に希望を取るかどうかというのは、そこまでは、多分ここで決まってい
なかったと思うんですけれども、ただ、３つの報告だから、３つのグループが
できるかといったら、恐らく人数的なバランスとか、あとは人数で３つじゃ収
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まらないだろうと。ついては、１つの報告について２つに分かれる、御報告者
が２人いる場合には１人ずつ入っていただいて途中でスイッチするとか、そう

いうこともあり得ると思います。そうやって、お二人に分かれて入っていただ
くというケースもある。つまり、報告ごとにグループをつくるけれども、その
１つの報告について２つのグループができる可能性もあるんだということは、
講師の方々にも既にお伝えしてありますので、そういう意味では、４つ、５つ、
６つ、６つだと加藤さんがあっち行ったりこっち行ったりという形になると思
いますけれども、状況次第でグループを複数にするということはできるかなと
思います。前提として考えておいていいかと思います。 
 その上で、あと、ここはゆっくり、要するに、聞き切れなかった話であると
か質問もぜひできるようにしたい、または参加者の方々同士の話の時間を十分
に取りたいというのが、これまでの話だったと思います。ついては、講師の方々
にお話をしているのも、やっぱり講師の方々も２０分とかだったら、なかなか
話し切れないということはお声をいただいているんですけれども、概要的なこ

ととか、まずは導入として分かっていただきたいということをお話しいただき、
さらに、そこの報告についてもっと知りたいということについては、グループ
ディスカッションのほうで情報提供してほしいというふうに依頼をしてあり
ます。ですので、それを前提にしてお考えいただければ、グループワークのほ
うはいいかなと思います。 
 その意味で、事前に希望を聞くか聞かないか、またはグループディスカッシ
ョンは大体１時間弱取っていますけれども、途中移動を可能にするかどうか、
１時間ずっとそこでというよりは、少しシャッフル、途中の時間で御希望で、
場合によっては、違うところもどうぞというタイミングを取るかどうかという
ようなことがポイントになるかとも思いますし、もし事前に希望を聞くとなる
と、これはさっきの話題に戻ってしまうんですけれども、場合によっては、事
例発表のほうの概要をもう少し丁寧に書き記しておいたほうが選んでもらい
やすいのかなということも、ちょっと今の意見をお聞きしていると感じたとこ

ろではあります。 
 あえて、今、私の付け加えたところに関して言いますと、私たちのほうでヒ
アリングしてきた内容を少しまとめる形にして、ここで説明を書き加えて、御
報告の方々にも確認を取るということも手続しながら、もう少し全体を通して、
１行、２行で団体の紹介だけじゃなくて、こんな話になりますというようなの
が、それぞれに対して５０字から１００字ぐらいあったほうが分かりやすいの
かなとも、今、皆さんの議論を聞いていて思ったところではあります。その辺
のことを含めて、今のグループディスカッションの件について少しイメージを
持っていただきながら御意見をいただければと思います。 
 毎年、大体４０人から５０人ぐらい参加なんですよね。４０人ぐらい参加で
すかね。 

 

事務局 ４０名程度で、５０人を超えるか、超えたことはあまりなかったと思います。 
 
生島議長 大体４０人ぐらいで、まさにこの部屋という感じになります。 

 
加藤委員 逆に、定員を設けるとかはないんですか。５０人が来ちゃったら、そもそ

も回らないんじゃないかなという気もするんですけど。 
 
生島議長 恐らく、それがさっき、最初に冒頭で申し上げた他ブロックからの参加を

どうするかということにつながるかと思うんですけれども、ただ、第２ブロッ
クの研修会なので、第２ブロックの中で先着何人までとか、そういうのはちょ
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っと制限はしにくいかなとは思います。基本的には委員の方々全てに権利は持
っていていただくということはあるかと思います。 

 矢野副議長、お願いいたします。 
 
矢野副議長 公民館運営審議会に、社会教育委員の会の討議内容について、数分です

けど、毎回報告しているんです。その中で、第２ブロック研修会があって、こ
ういう方が事例発表されますということは報告したんですけれども、会議終了
後、後日、委員のお一人の方からこの研修会に参加したいというご希望が出ま
した。それは前例がないことですので事務局にお聞きしたところ、ここの場で
決定すればいいということなので、まず、どういたしましょうかということと、
公民館運営審議会の場では募集は全然していませんので、もし、いいですよと
なったら、今は１名ですけど、もっと増えるかもしれないですし、それも含め
てどのように対応すればよろしいんでしょうかという御相談です。 

 

生島議長 なので、いろいろくっついてきたんですが、まずは、コアなメンバーとし
ては、第２ブロックの委員の方々には、すべからく皆さんに告知をするという
ことは必要であり、そこを何か制限することはできないというのは前提として
お考えいただければと思います。 
 その上でなんですけれども、さらに同じ社会教育委員の会ということで他ブ
ロックに広げるのか。他ブロックといっても、制限がないので非常に広いです。
それから、今、矢野副議長からもありましたとおり、特に国立が幹事市になっ
ている、それから、国立の中での公民館の実践もあるという意味では、公運審
の方の注目というのもあって、そのときに、個別に出された方にお声がけをす
る。または、同じ市の関連するもので、特に市のほうで事例が出ている、公民
館から出ているという意味では、公運審のほうにも、特に国立の公運審の方に
もお声がけするというようなこと。ただ、会場にもキャパがありますよという
ようなことで、特にグループディスカッションをするときには、人数が少なけ

ればいいというわけではないんですけれども、多くし過ぎてしまっても、なか
なか難しい。何人来るか分からないということもありますので、ちょっとそこ
ら辺が難しいところです。 

 
桒畑委員 すみません。第２ブロックの社会教育委員が何名、申し込みましたという

締切りはいつ分かるんですか。 
 
生島議長 いつ分かるというか、いつにするかというのも、ここで議論できると思い

ますけれども、さっきの話ですと、１０月末の週に我々の会議がありますので、
そのときには取りまとめていると議論をここでしやすいかと思うので、そうい
う意味では……。 

 

桒畑委員 その１０月の最後で、本当にやり切れるのか分かりませんけれども。だか
ら、公運審の方には失礼だけど、まず、第２ブロックの対象が５０人ぐらいい
るんだと思うんですが、そこの人たちが何人来るかを、最終的には多少増減す
ると思うんですけど、そこを把握してからでしか回答できないんじゃないでし
ょうか。 
 全く分からないですが、今回のテーマはすごいなと思って出席率が上がる可
能性もあるし、でも、他の市が思ったよりも少ないかもしれませんし、何とも
言えないので、でも、こんなことを言っちゃ本来あれなんだろうけど、やっぱ
りおおむね人数を把握しないと、なかなか会場が限られていますからという感
じがするんです。それによって、加藤さんが言っているようにパネル式みたい
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なのがいいと思うし、いろいろやり方はあると思うので。でも、本当にやる気
になったら、スタッフをちゃんと用意すれば、５分間で変えて、ばっと、こう

いうふうに事前に図面を作っておけばいいわけですから、やってやれないこと
はないかなとは思ったりもしますけど、ただ、そういう我々の大会みたいな感
じのやり方は、もしかしたら皆さんにはなじみがないのかもしれませんけれど
も。 
 以上です。 

 
生島議長 ありがとうございます。まず考え方として、要するに、公民館運営審議会

の方々に開くというのは考え方としてはあるだろうけど、締切りを一緒にしち
ゃうんじゃなくて、むしろ残席数があったり余裕があればお受入れできますよ
というふうにするような、まずは優先順位としては第２ブロックの社会教育委
員の方々にお声がけしてというふうにしたらどうかという御意見として承り
ます。 

 
桒畑委員 ただ１つ言えるのは、１名であるならば誤差範囲だと思うので受け入れて

もいいのかなとは思いますけれども。ただ、プラスアルファとなったら、それ
は考えものですよという。 

 
生島議長 ありがとうございます。そうなると、他ブロックへは、さすがにちょっと

難しいんじゃないかという御意見としてよろしいですか。 
 
桒畑委員 はい、そうです。 
 
生島議長 ありがとうございます。 

 どうでしょう。皆さん、ほかに何か。 
 

矢野副議長 具体的に、公民館運営審議会は、１０月は第２火曜日ですので、１０月
８日なんです。なので、多分まだ締め切っていないですよね。 

 
生島議長 １０月８日、そうですね。 
 
矢野副議長 なので、そこでは、一応、もし希望がある方がいらっしゃたら、その段

階ではお受けして、だけど、人数の関係があるので無理かもしれませんよと。
一応、仮にお聞きするようにしておくという形ですかね。 

 
生島議長 はい。もし、そういうふうな。 
 
桒畑委員 ごめんなさい。私のニュアンスは、今、前回の公運審の後、別枠で、１名

の方から、公民館の方がやるならば出てみたいという話だったので、極めて積
極的だから１名ならいいんじゃないかと言ったのであって、じゃ、希望する方
はいますかというアナウンスは、まだその段階ではすべきじゃないと思います。
あくまでも、こっちの都合ですけれども、参加者数が、第２ブロックの社会教
育委員の人数が少なければ、申し訳ない、そこは理由は言えないけど応募して
もいいけど、ただ日程的にアナウンスが難しいのであればどうするかというこ
とだと思いますけど。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 １１月の公運審は。 
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矢野副議長 １１月は１２日なので。 

 
生島議長 なので、もう終わっているんですね。 
 
矢野副議長 細かいことといいますか、公運審は１０月で任期が終わるんです。だか

ら、もちろん継続の方もいらっしゃるけど、１０月で終わる方もいらっしゃる
ので、１０月現在、公運審の委員の方が対象ということですので。 

 
生島議長 なるほど、難しいですね。 
 
矢野副議長 だから、１つは、こちらのほうでお呼びかけをしていないけれども、希

望された方だけ、いいというふうに言っていいかどうかという、そこの問題が
あるんですね。 

 
桒畑委員 だから、私は、その１名様は、１名ですよね、いいんじゃないですかとい

う意見です。 
 
生島議長 分かりました。 

 どうでしょう。私も、まず、他ブロックに広げるのは、ちょっと人数の問題
で無理ということはよろしいですか。ここは取りまとめさせていただいて。 
 その上で、公運審から、より積極的な御意見が１名から、会議が終わった後
にあったと。個人的にというか、矢野副議長に対して。これについてどうする
か。さらに、プラス、もしそうであるならば、公運審の会議の席上で、より広
く公運審に声をかけるかという。ただ、公運審の会議は任期が取りあえず
１０月で切れる、我々の研修は１１月にやるということを考えた上でなんです
けれども。 

 どうでしょう。矢野さん。 
 
矢野副議長 一応、８月の公運審のときに、その１名の委員から、参加要望があった、

それは社会教育委員の会の中でお諮りをするということは報告してあります。
なので、個人的に参加希望が伝えられましたけれども、公運審の中で、公に明
らかにしています。 

 
生島議長 公運審の中で。 
 
矢野副議長 会議の中でお伝えしました。 
 
生島議長 分かりました。 

 
桒畑委員 申し訳ない、１ついいですか。 
 
生島議長 はい。 
 
桒畑委員 もし、その方を、１名でも２名でもいいんですけど参加するとなった場合、

取扱いは、他市の社会教育委員と同じように、質問も、グループディスカッシ
ョンにも参加できるのか。それとも、ただ単に聴講して、ディスカッションは
ただ傍聴するだけにするのか。そうしないと、申し訳ない、身分の問題という
か、役職別の問題が出てくると思うんです。 
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生島議長 ありがとうございます。考えようはいろいろあるんですけれども、少し整

理する意味でも、私のほうから原案を申し上げさせていただいてもよろしいで
しょうか。 
 この意見は、事務局を通じて、私もお話を伺っていましたけれども、まず、
基本的には社会教育委員の研修会であるので、第２ブロックの社会教育委員の
参加者を中心とする。だから、これであまりにもいっぱいいっぱいであるなら
ば、もう難しいかなとは思います。より積極的な御意向であったとしても、や
っぱり趣旨は社会教育委員の研修であるので難しいかなと思います。 
 ただ、そうではなくて、そんなに人数が、１人、２人とかで入るようであれ
ばぜひ御参加いただき、さらに、今、桒畑委員からもありました、どういう立
場でということもありますけれども、そこはやっぱり幹事市の裁量というのは
あると思いますので、しかも、報告者の中には国立市公民館からも出ているわ
けですから、その公運審の方々もやっぱり関係者でもありますので、その意味

では、もし御参加いただけるようであれば、そのときにはグループワークも、
ほかの社会教育委員の方々と同じようにディスカッションに入っていただい
て、また、公運審の方々は別の意見なり見識というのも、御意見を出されるの
かもしれないので、そこはむしろ受け入れていただいたり、または示唆をいた
だいたりしながら、ディスカッションが一緒にできればいいのではないかなと
思っているところです。 
 ただ、どの段階で、その方たちの受入れが可能かどうかというのは、やっぱ
り人数を把握してみないと分からないので、まずは、社会教育委員の会議を受
けて、でも、タイミング的には、投げかけるタイミングは１０月中旬になると
思いますけど、申込みは受けるけれども、ちょっと人数の状況に応じて受け入
れられない可能性もあるということを含んでおいていただいた上で、全体像が
見えたときに正式なお答えを、恐らく１０月末ぐらいになるんじゃないかと思
いますけれども、お答えをさせていただき、可能であれば御参加いただくとい

う２段構えを取って、できるだけ機会を提供できるようにしたいと考えるとこ
ろが、原案として、たたき台として御提示させていただきたいと思います。 
 谷口委員、お願いいたします。 

 
谷口委員 今回のテーマは「すべての市民が学び続けられるまち」という大きなとこ

ろを置いているので、それに対して本当に、ここへ来て、話を聞いて、勉強し
たいとか学びたいと思っている人たちを、例えば、あなたは公民館のもう役員
じゃありませんから駄目ですとか、一番最悪は、場所が狭いから駄目ですと、
そういうことでお断りするというのは、やっぱり、非常にこの趣旨とは違うん
じゃないかなと思うので、極力方法を考えて、もし御希望の方があれば皆さん
で勉強しましょうという趣旨に立っていただきたいなと思います。 

 

生島議長 ありがとうございます。 
 
桒畑委員 よろしいですか。 
 
生島議長 桒畑委員。 
 
桒畑委員 今の意見ですけど、非常にいいんですけど、ただ、原点は、あくまでも社

会教育委員の研修会なんです。それを、社会教育委員会の研修会をやります、
今回は幅広く集めますというアナウンスをするなら別ですよ。そうじゃないん
です。たまたま、今、公運審の１人の方、積極的な方があったから出た話であ
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って、やっぱり広くというのは全く論外になっちゃうと思うんです。 
 

谷口委員 広くアナウンスして公民館に知らせてということでは全然ないんですけ
れども、御希望の方があったときには、こういう関係の方で御希望の方があっ
たときには受け入れて一緒に勉強したいなと思います。 

 
生島議長 ありがとうございます。 

 ちょっと１点、ここで情報を付け加えさせていただくような感じで申し訳な
いんですけど、公運審の方々は二、三十人おられるんですか。 

 
矢野副議長 １５人です。 
 
生島議長 １５人ぐらいで、非常に熱心な方々で、活発なんです。だから、４０人、

５０人のうちの１５人、みんなそろってというわけではないと思うんですけど、

１人と、それと、かなり人数は幅は出てくるので。ただ、最初に言い出した１人
はいいよと言いつつ、でも、社会教育委員の審議をして、最初の１人はいいで
す、ほかの人たちは申出がなかったから駄目ですというわけにもちょっといか
ないかなというところもあって、今、２段構えの提示をさせていただいたとこ
ろではあります。人数の制限というのは難しいところなんですけど。 

 
桒畑委員 ですから、あくまでも社会教育委員連絡協議会で第２ブロック研修会なん

ですよ。社会教育委員を対象としている。例外として、今回、特別にその方を
１名、または二、三名になるか分かりませんけど、いいですよというだけの話
で、それ以外の人にアナウンスしたりとか、仮に応募があったらどうしますか
となっちゃうから、なしにしないと、またその話をしなきゃいけない。今回の
この特例だけをどうするかにしないと、基本は社会教育委員だけの研修会、そ
うですよね。そこをわきまえて話していないと、どんどん広がっちゃいますよ。

もし、この議事録が公開されて、じゃあというので、私も私もと、市民が言っ
てきたらどうするんですかとなります。やっぱり原則はしっかりと線を引いて
おかないと。それだけの能力があればいいですよ、容量から何から仕切れるの
であれば。 

 
生島議長 ちょっとほかの方々にも御意見を伺って。 

 大森委員、お願いいたします。 
 
大森委員 委員長の原案に賛成なんですけれども、今回は、発表者の関係者として御

参加いただくということでよろしいんじゃないでしょうか。 
 それから、ちょっと別のことでもいいですか。 

 

生島議長 はい。 
 
大森委員 順番なんですけれども、広報の都合があるので順番はちょっと急ぐのかな

と思うんですが、「ねらい」のところで、「ソーシャル・インクルージョン」を
掲げているということと、限られた時間の事例発表会は最初の報告者でイメー
ジが決まってくるところがあるので、可能であれば、国立の方に１番目になっ
ていただくのがいいのかなと思います。 

 
生島議長 その後は、案は何かありますか。キーステーションにするか、または国分

寺にするかというのは。公民館関係が続くか、または国立を続けるかみたいな
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ところで。 
 

大森委員 ①と②を入れ替えるので、それでどうでしょうか。 
 
生島議長 ①と②を入れ替えるという。 

 今、並べ替えの話がありましたけれども、もう一つ、その前の話で、基本的
には、要するに、関係者というようなところですけど、そのときの声がけ、今、
公運審のほうには審議会の会議上で、この話を……。 

 
大森委員 報告者の関係者という場合、一般的には１人か２人が常識なので、その常

識の範囲内で御参加いただければ。 
 
生島議長 具体的にお声がけがあったその方にお声がけをするという。 
 

大森委員 あくまでも関係者として参加していただくということでよいのかなと思
います。 

 
生島議長 分かりました。桒畑さんと同様の御意見というふうなことで、立場として

は関係者でということかなと思います。 
 ほかにはいかがでしょうか。何か違う意見というのはありますでしょうか。 
 どうでしょう。公運審的によさそうですか。私、結構気になっているのは、
公運審の会議上で、つまり、社会教育委員の会で、公運審の方々またはお声が
けをした方、その人をどう受け入れるか。このことが公運審全体に声がけされ
るかどうかというのは、社会教育委員の会次第ですという話であったので、今
みたいな話で通しやすいかどうかという、矢野副議長のお立場にも関わってく
るので、どうでしょう。 

 

矢野副議長 要するに、その１人の方がたまたま、１人だけだったら社会教育委員の
研修会に参加ができますよと言って呼びかけて、１人だったらいいんですけど、
全然呼びかけはしていなかったんだけど個人的におっしゃったというところ
がありますので、その１人だけは例外として、参加大丈夫ですよと言うと、ひ
ょっとしたら、ほかにも、ぜひそういうことだったら参加したかったという方
もいらっしゃる可能性はあると思いますので、できましたら、先ほど生島議長
がおっしゃったように、一旦、希望の方はお聞きして、その上で、人数の問題
がありますので、人数的に難しければお断りするという条件でお聞きすると。
そうすると、数名いらっしゃるかもしれないというのが一番すっきりするかな
と。公運審の会議の中でお話しするときに。 

 
生島議長 これは公運審に限った話です。まず前提として、どこでも彼でもじゃなく

て、まずは公運審に限った話として考えたいと思うんですけど、あとは公運審
に出ていっていただいている当事者の方の御意見を尊重したいなというとこ
ろもありますので、その辺は御理解いただいたほうがいいかなと。 
 どうでしょう。もしも、すごく公運審の方々が積極的でいっぱいになっちゃ
ったら、それはそれで、こっちの人数のバランスもありますので、駄目かもし
れないよ、人数はかなり制限されているから、社会教育委員が優先ですよとい
うことも御説明していただいた上で御希望を取っていただくというような、矢
野副議長がそういうようなことのほうが持っていきやすいという会議の雰囲
気もあるかと思うんですけれども。 
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桒畑委員 よろしいですか。 
 

生島議長 桒畑委員。 
 
桒畑委員 公運審の中での表現の仕方はお任せするしかないですけど、ただ、基本的

には、何度も言うように、先ほど大森委員も言ったように、関係者としてお呼
びするというのは、私と大森さんの意見だと思いますので、だから、いや、そ
うじゃないよ、人数合わせでという、何かそれも失礼な気がするんですね。だ
から、あくまでも関係者としてならば、誰しもが納得できると思うんです。 

 
生島議長 いかがでしょう。 
 
矢野副議長 そうですね。私はもちろん考えていなかったんですけど、そういうお話

をいただいて、テーマ的に公民館の事業とも関わりがあるというところがあり

ましたので、キャパシティーの問題がありますから、もし可能であればという
ことで、公運審の中以外に、もちろん広く呼びかけるということではありませ
んし、社会教育委員の研修会ですし、場所の関係もありますので、人数も制限
されているというお話は事前にはしてありますので、そこら辺が分かった上で
ということにはもちろん、お呼びかけしたとしても、なるかなとは思っていま
す。 

 
生島議長 なので、ちょっとその辺も含んでいただいて、内容的なところで、報告者

の関係者でもある、関係機関でもあるということで、公運審のほうで、いいあ
んばいで告知いただく、希望があればという。ただ、人数の制限もあるのでと
いうことも加味してお願いするということで、ここは御理解いただくというこ
とでよろしいでしょうか。より積極的な御意見として、御希望として承りたい
と思います。ありがとうございます。 

 それから、もう一つ加えてありました、大森委員から御意見ありました事例
発表につきまして、やっぱり最初のインパクトというのも大事なので、①と②
を入れ替えて、①をやった後に②で、より広く国立の事例、さらに他市の事例
というふうな流れもいいんじゃないかという御意見ですけれども、非常に説得
力があるし、私もいいかなとは思うんですが。 
 桒畑委員、お願いいたします。 

 
桒畑委員 今日しゃべってばかりいるんですけど、私は全く逆に、国立をＰＲしたい

からこそ、一番最初は国分寺だと思う。そして、あとは①、②、どっちでもい
いんですけど、むしろトリのほうが大事かなと。それぞれの皆さんの話術とか
授業力というかが分からない中なんですけど、一般には、やっぱりトリの報告
はインパクトが大きいような気がします。つまり、３つそれぞれ違いますから、

１番目が相当インパクトがあれば覚えていられますけど、だんだんインパクト
が強くなってくると、最後のほうがやっぱりというのは私はそうですけれども。 

 
生島議長 大森委員、お願いいたします。 
 
大森委員 加藤さん慣れているので、最初でもいいかなと。 
 
生島議長 御報告者の加藤さんのことは、一番最初、大森委員からの御推薦でもあり

ましたので、パーソナリティーもお分かりのことでの今の御発言かなとも思い
ますけれども、どうでしょう。実際聞いてみないと分からないよというところ
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も。 
 

桒畑委員 そうなんです。逆に、そう言いましたけど、加藤さんが本当に慣れてうま
かったら、２番目、３番目が消えちゃう可能性もある。だから、本当に難しい
んですよ、これ。 

 
大森委員 今、加藤さんでもいいという理由は、タイトルがソーシャル・インクルー

ジョンなので、それにぴったりとはまるのは①と③なんですよね。だから、①
と③の順番はどちらでもよくて、２０分でしっかり必要なことを話していただ
くということでは、①でも③でもどちらでもよいなと思います。②でも③でも
ですね、ごめんなさい。 

 
生島議長 大変悩ましいところではありますけれども、ほかの御意見は。どうでしょ

うね、ここ難しいですね。 

 矢野副議長、お願いいたします。 
 
矢野副議長 どちらがインパクトがあるかという問題ももちろんありますけど、ただ、

幹事市が国立市ということを考えますと、一番最初に国立市の事例があると、
やっぱりいいのかなと思います。結果的に３番目が一番目立つということはあ
るかもしれませんけれども。その中で、まちづくりと、こちらの２番目の多様
な主体の協力によるをどちらにするかというのは、確かに大森委員がおっしゃ
ったように、多様な主体のほうがテーマ的によりふさわしいので、最初に出す
ほうが良いのかなとは思いました。 

 
生島議長 いろいろ意見が割れるところではありますけれども、どうですか。ちょっ

と考え方もいろいろあるかと思いますけれども、私も今、いろいろ思い出して
みますと、最後のほうにインパクトがあるからどうするかという話と、または

幹事市なので、先に幹事市の事例を出していったほうが、こちらの趣旨を皆さ
ん方にアピールしやすいんじゃないかというのも、もちろんあるかと思います
けれども、もう一つ、多分、このソーシャル・インクルージョンとかというこ
とを国立市でやるというふうになったときに、やっぱりしょうがいを持ってい
る方々、または、そうした学校修了後の活動機会の提供ということ、多様な人
たちを受け入れていくという公民館の活動に対しては、かなり多くの方々が注
目されていて、国立でやるのなら、ぜひそれを聞きたいと思われる方もかなり
いらっしゃるんじゃないかと思います。特に６月にあった総会の後の研修会、
講演会でも、明治大学の小林先生がかなり国立市の事例なども御紹介いただい
て、「国立、国立」と連呼されていたところもあって、質問もいっぱい出ていた
ところですので、そういう意味では、趣旨のところから、まず、国立の事例と
して、しょうがいを持っている人たちのというようなことで②を言った上で、

国立のより広く地域の中での実践というキーステーションの話をして、さらに、
国立だけじゃないよというところで③に行くというのもどうかなという、大森
委員から御意見をいただいたものですが。 

 
桒畑委員 ちょっといいですか。私、６月にもらった並木公民館との打合せの議事録

を見て、一番最後の３、事例発表の視点という４つがあるんですけど、この方
は本当によく、こういう会で発表するとき、意識されているんだなと思うんで
す。人権とかそういうことというのは、ここのテーマでいくと、どっちかとい
うと、②に関係するような気がするんです。だから、そういう意味では、この
加藤先生に①と②の内容を先に言うと、それを意識してしゃべってくれるよう
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な気もする、期待感があるというのが、この内容から私は想像している。強い
て言うなら、先に、ここでいう②公民館をやって、それを肉づけする形で並木

公民館をやって、最後はどっちかというと大人の世界なので、国立らしさとい
うので締めるみたいな。でも、それを考えると、間に挟むよりは、私は事前に
①、②を見てもらって資料を送れば、加藤先生に期待するところは、どんな人
か知らないですけど、というのもある。でも、確かに①、②の発表を聞いて、
それも少しアドリブで入れながらまとめてくれそうだという期待感もあるの
で、分からなくなってきた。 
 でも、これは６月の資料ですけど、この方は本当すごいから、きっとアドリ
ブでもやれる人なんじゃないかなと思ったりもしているんですけど。この結果
をまとめてくれた書記が一番偉いのかもしれないけど。ですから、分からなく
なりました。 

 
生島議長 どうでしょう。本当に、いろいろ期待を持つところではありますけれども、

何か。 
 今日御意見をまだいただいていない寺澤委員はいかがでしょうか。 

 
寺澤委員 正直、こだわりはないです。私は、この並びでもいいのかなと思って見て

いました。ただ、今、桒畑委員の、最後にまとめがというのでしたら、井口さ
んや土屋さんなりが締めるのがいいかなと。今、聞いていて思ったところでは
あるんですけど。でも、どの順番だから、どこかがかすむということは、多分
このお三方に関してはどこもないような気がしています。 

 
生島議長 ありがとうございます。寺澤委員は結構どこのところにも関わっておられ

ますよね。なので、多分、全体を見渡してというのがあるかと思います。 
 難しいところですが、そして、２０分の御発表なので、多分かなりつくり込
んでこられると、私、思うんです。短い時間ですから。だから、周りを見渡し

てアドリブを入れるというような時間的な余裕はあんまりないかなとも思っ
ているところです。だから、純粋に中身で、それぞれの実践を受けてというこ
とで検討していただいたほうがいいかなと思いますけれども、ちょっと意見が
割れていて収拾がつかないんですけれども、どうでしょう。えいっていうとこ
ろで何か、このままでもいいんじゃないかというのと、やっぱり②を持ってき
たほうがいいんじゃないかというところと、いや、むしろ②が最後でみたいな
ところもあります。 

 
寺澤委員 こだわりはないです。 
 
生島議長 それはなかったことに。 
 

寺澤委員 はい。特に、こだわりはないので。 
 
生島議長 どうでしょう。話を聞いている側がむしろ、この位置づけが分かりやすい

ほうがいいかなと、趣旨が分かりやすいほうがいいかなと思いますけれども、
そういう意味では、②、③、①という選択肢もあるのかなと思ったりもしまし
たが。 
 ちょっと矢野副議長、どうでしょう。小菅委員、お願いいたします。 

 
小菅委員 私も順序については特に考えておりませんが、まず、趣旨説明の件ですけ

れども、以前のお話の中で、企画の趣旨をきちっとした形で発表をということ
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になっていましたが、今回、この研修の日程の中で、何分、どれぐらい取って、
どなたが趣旨説明されるのかというのが分からないんですけど、議長がされる

んですか。 
 
生島議長 今、御質問として受け止めていいですか。 
 
小菅委員 はい。そして、趣旨というものがイコール「ねらい」であるのであれば、

ここに、はっきりと趣旨として定義して、「国立市では」というところから３行
目までが趣旨であったとしたら、それ以下が、会に参加する人たちがこういう
狙いを持って参加してほしいという狙いが２つありますよね。１つは、事例か
ら学んでほしいということと、もう一つは、地域で実践をどう展開するのかと
いうことを、御自身の方策を持って帰ってほしいということですよね。そこを
明確にしておけば、順番がどうであれ、最終的にグループディスカッションの
中で、その２つの狙いに向かって参加者が討議していけばいいわけなので、開

催要項のつくり込みによって、もう少し順序だとかディスカッションの内容だ
とかがすっきりするんじゃないかなと思うところです。 
 また、後日、参加者が確定した時点で、先ほどもおっしゃられたように、グ
ループディスカッションにするのか、パネラーが引き続きパネラーとなって、
パネルディスカッションのスモール版みたいなものでやるのかというのは、ま
た以後、討議すればいいことかなと思ったんですけれども。それが明確になる
ことによって、恐らくグループディスカッションは、我々がグルーピングされ
て、１のグループの司会、進行、記録、２のグループの司会、進行、記録とい
う感じですよね。そうなると、司会者がどういうふうに進行していくかという
のも明確に見えてくるので、単なる感想や自分の実践的に行っているものの紹
介のみならず、全員の参加者がゴールはここですよという明確なものを持てば、
より充実したグループディスカッションになると思われるので、その辺り、こ
の開催通知から少し整理していくと見えてくるかなと思いました。 

 
生島議長 ありがとうございます。非常に建設的な、そして立体的にこの会が進めら

れるようなところを、つくり込みをかなりして動いていただいたと思います。 
 いろいろ段階があるわけなんですけれども、まず、参加していただく皆さん
方に告知をしなければいけないということで、入り口の部分というのを、今日、
このように御提示したというところです。ここを、まず、あらあら固めて告知
をし、さらにグループディスカッションをどうするか、中身をどうするかとい
うことについては、さらにもう少し、例えば人数であるとか、そこを見て、あ
とは司会者をどういうふうに立てて、どんな１時間弱のグループディスカッシ
ョンをするかというのは、この後の話にしていければいいかなとは思っている
ところです。 
 なので、今、小菅委員からいただいた話というのは部分的に、今日ここで固

めなきゃいけないことは固めつつ、その後の議論というふうにさせていただけ
ればと思います。そういう意味で、ここで、今、「（ねらい）」と書いていますけ
れども、要するに、ここについての開催の趣旨と内容ですよね。場合によって
は改行したりだとかすることで分かりやすく、要するに、狙いはここです、つ
いては、この会ではこういうことをやりますという形で分かればいいんじゃな
いか。テーマはここですといってフォントを大きくするとか、それで済むかと
思います。 
 その上で、今、御提案ありましたけれども、趣旨説明を事前にちょっとした
上で御報告の内容に移らなければいけないと思うんですけれども、この辺は、
まだ誰がやるということは決まっていないんですけれども、恐らく、事前に打
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合せに行かせていただいたりとかしたという意味では、私のほうで引き取らな
ければいけないかなと思っていたところではありますけれども、いかがでしょ

う。 
 
大森委員 お願いします。 
 
生島議長 もしよろしければ、そういうふうにさせていただいて、その上で、事例報

告に並べていく。そういう意味では、ここの事例発表というのをいきなり入れ
るより、趣旨説明及び事例発表みたいにしておくと、そこがちゃんとあった上
で３本並ぶという。そうはいっても、趣旨説明が長かったらほかの時間がもっ
たいないので、端的に、こういう並びですと言って、講師紹介等を含めてやっ
ていくぐらいな形にしたいと思います。 
 そういう書き込みをした上で、順番なんですけど、どうでしょう。取りあえ
ず、今、ここまで議論してきましたけれども、やっぱり出てみなきゃ分からな

いというのもありますし、場合によって、ここを出したから、必ずこのままで
いかなきゃいけないというわけでもない。お三方に来ていただけることは決ま
りますので、まずは、このままか、もしくは②と①を入れ替えておいてもいい
のかなと思いますけれども、その上で、開催要項として告知文にするというこ
とでいかがでしょうか。②と①をどうするかというところは悩ましいところな
んですけど。②から入ったほうが、参加者が分かりやすいかなとは思うんです
が、国立で関係しておられる方々、どうでしょう。 

 
矢野副議長 それはおっしゃるとおりで、①と②、どちらがいいかといえば、確かに

大森委員がおっしゃったように、②が最初のほうが分かりやすいかなと思いま
す。公民館の井口さんも、すごく話し慣れていて的確に話せる方ですので。 

 
生島議長 では、ちょっとそのようにしていただいて、第一部は趣旨説明と事例発表

ということで、順番は②、①、③とさせていただいて、グループディスカッシ
ョンについてはこのように進めていくけれども、中身に関しては、またおいお
い詰めていきたいということで御了解いただけませんでしょうか。よろしいで
すか。ありがとうございます。 
 では、大体このようなことで、まだ発表タイトルは来ていないですし、さら
に少し加筆させていただいたものを一任していただいて、告知するというふう
なことでよろしいでしょうか。一任していただけますでしょうか。 

 
大森委員 お願いします。 
 
生島議長 ありがとうございます。では、そのように進めさせていただきたいと思い

ます。 

 この件に関しまして、事務局、今の打合せでよろしいでしょうか。何か遺漏
があれば御指摘いただければと思いますが。 

 
事務局 すみません。ここで各市に通知を出すとなりますと、あと、決めておかなき

ゃいけないのが、グループディスカッションの班を、例えば希望を取るのかど
うかというのは決めておかないと告知ができないかなというところですので、
この時間ですけれども、そこを決めていただければなと思います。 

 
生島議長 ここは話題に出ていたけれども決着はしていなかったということで、事前

にグループディスカッション、要するに、より深く聞きたいということ、また、
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このことについて自分も関わったりしているから話をしたい、情報交換をした
いという、グループディスカッションの入り口、取っかかりの部分での、もし

かしたら分けるというようなグループになるかもしれませんが、これはどうで
しょう。今までの皆さんの御意見だと、事前に聞いておいたほうがいいんじゃ
ないかという御意見が多かったかと思うんですけれども、よろしいでしょうか。 
 根岸委員、お願いいたします。 

 
根岸委員 事前に希望を聞いておくほうが、その後のグループディスカッションもス

ムーズにいくので、それがいいと思いますが、そうするためには、やっぱりこ
こで各発表の要旨を、先ほど議長が言ったように、５０字から１００字ぐらい
でまとめておくというのがないと、なかなか選べないのかなとも思います。 

 
生島議長 分かりました。ありがとうございます。ちょっとその辺は加筆したり、報

告者と確認をした上で、希望も取るということで。希望を取るに当たっても、

多分、第１希望、第２希望くらいまで聞いておいたほうが無難かと思いますけ
れども、第３希望まで聞きますか。第２ぐらいまででいいかなと。 

 
寺澤委員 ３つしかない。 
 
生島議長 ３つしかないから、第２まででいいですよね。なので、第１希望、第２希

望を聞くということで、ここで申込みをしていければと思います。よろしいで
すか。この件、どうでしょう。事務局、この着地点でよろしそうですかね。 

 
事務局 大丈夫です。 
 
生島議長 ありがとうございます。 
 

事務局 そうしましたら、この趣旨説明の部分、第一部の事例発表の趣旨説明の部分
を、一旦、議長と御相談をさせていただきまして、それを各発表者の方と、そ
れから委員の皆様に御確認をいただいた上での告知という流れということで
よろしいですか。 

 
生島議長 よろしいですかね。適宜、メールをやり取りさせていただくかと思います

けれども、確認ということで。次回の会議まで決着せずに、できれば早めに告
知をしたいということなので、場合によっては、どうでしょう。それぞれの報
告のことについても、少し加筆をここにしていく必要がありますけれども、私
と事務局ともやり取りし、また報告者の方に確認もしていただきますが、出来
上がったところで皆さんに確認はいただくという、それより、むしろやっちゃ
っていい、一任していただく、その辺はよろしいですか。 

 
桒畑委員 一任でいいです。 
 
生島議長 一任でいいですか。既に皆さん方に、打合せの報告をさせていただいてい

ますので、そこから、あと御報告者とのやり取りを大事にして出させていただ
くということでよろしいでしょうか。 

 
矢野副議長 決まって、刷新した文章だけメールででも送っていただければ。 
 
生島議長 はい。もちろん、それはここにも参加がありますから、そういうふうにし
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たいと思いますが。事務局、いかがでしょう、よろしいでしょうか。ありがと
うございます。 

 では、この件、次第３については、この辺りにしたいと思いますが、よろし
いでしょうか。皆さん、ありがとうございました。 
 続きまして、事務局からの連絡事項をお願いできればと思いますが、その前
に、さっきの報告を１点しておいたほうがよろしいんですかね。オンライン会
議の件について。この後の報告事項にありますか。 

 
事務局 今、ここで御報告という形で。 
 
生島議長 一緒に事務局からの御報告、連絡事項……、私が報告していいんですか。

では、事務局から、まずお願いいたします。 
 
事務局 事務局です。２点連絡があります。 

 １点目として、まず、オンライン会議について、前回の定例会で御案内した
かと思います。そのオンライン会議について、事前に接続テストを本日やらせ
ていただいたところの結果も踏まえて、オンライン参加に関して一定の線引き
をさせていただければと思っています。 
 まず、１つとしては、オンラインで参加される場合として、御家族の方が新
型コロナウイルス感染症にかかってしまっている、御本人がかかってしまって、
会議に参加できる体調であることが前提ですが、この場合に限らせていただけ
ればと思います。 
 加えて、市のオンライン機材が１台のみとなります。本日、議長の機材でテ
ストを行ったんですけれども、市の機材のセキュリティ上外部の接続を受け付
けないような設定となっているところで、この１台のパソコンがないとなると、
市の機材としてはタブレットのみとなるところがございますので、もう少し議
長とも接続についてはすり合わせる必要があるんですけれども、市の機材が用

意できない場合は、オンライン自体の開催がなかなか厳しいところもあるとい
うところは御了承いただければと思います。 
 オンラインについて、補足ありますか。 

 
生島議長 私もこの間、ちょっとやり取りをしていたんです。基本的にはコロナ感染、

または御家族の感染があって、ここで会議に参加することが難しいという状況
のみとしていただければと思います。 
 その上で、その方がオンライン参加できるかどうかということに関しては、
基本的に市にはワンセットあるということなので、それが何も問題なく使えれ
ばいいんですが、どこか別のところで会議をして使っているとなると、サブの
セットがないそうなんですね。そうなったらどうするかという問題のところで
す。私の機械を持ち込めばできるんじゃないのみたいな感じで、先ほど接続テ

ストをやっていたんですけれども、今お話があったみたいにセキュリティーの
問題があって、なので、基本的にできる状態にはあるということはお含みおき
いただければということです。 
 ということで、もしも何かそういうことがありましたら、コロナの場合とか
であると会議の直前になると思います。御連絡いただければということです。
この会議自体が全てオンラインになるわけではなくて、参加者が場合によって
オンラインということもあり得るということでお願いいたします。 

 
事務局 ありがとうございます。 

 もう１点の連絡事項といたしましては、来月の次回の会議の日程と場所につ
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いて御案内でございます。次回が９月２５日水曜日、午後７時から、こちらと
同じ、第１、第２会議室で開催となります。よろしくお願いします。 

 
生島議長 ありがとうございます。今、２点御連絡いただきました。 

 特にオンラインでの会議の参加のことについて、何か御質問がありましたら、
今、ここでお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 まさに、ここで議論している内容だったわけなんですけど、さっきも、役所
のセキュリティってなかなか、それも駄目なのか、これも駄目なのかというよ
うなことが生じてきましたけれども、基本的にはワンセットあるということで、
使っていなければ、こちらで貸していただくこともできるというところです。
ありがとうございます。 
 では、次回は９月２５日水曜日、ごめんなさい。その他の御質問と告知を、
桒畑委員。 

 

桒畑委員 じゃ、コマーシャルを。お手元にある「オアシス」ですけれども、くにた
ち文化・スポーツ振興財団と国立市スポーツ協会の共催で、第３４回くにたち
ウォーキングを開催します。詳しくは中を御覧ください。 
 ただ、申込みについては極めてＩＣＴと程遠い内容でございます。ただしＩ
ＣＴ化の入り口みたいな感じで、９月２日から国立市デジタル地域通貨が始ま
るんですね。これの、国立市で使える１,０００ポイント、１,０００円分をゴ
ール後に必ず渡します、漏れなく。また別途、大抽選会。実は昨年も１,０００ポ
イント出しました。昨年との違いは、スタート地点が第三公園ではなくて体育
館前になったということだけでございます。コースとかは昨年と違うコースに
なっております。 
 当日、私、午前中はいないんですけれども、お昼過ぎからはゴール地点にお
りますので、ぜひぜひ御参加のほどお願いします。ただ、荒天中止の場合は参
加費、皆さんだと５００円は返金しませんので御承知おきください。その代わ

り、体育館に取りに来れば、ここに青いので書いてある、中止の場合というこ
とで、５００円くらいのものをもらえますということです。ただ、雨の中、来
るの大変でしょうから。 
 以上でございます。ぜひぜひ文化・スポーツ振興財団とスポーツ協会がこん
なことをやっていますよということを御視察いただければ幸いでございます。
よろしくお願いします。 

 
生島議長 ありがとうございます。お天気もよくなるといいなと思います。 

 ほかに何か、皆さん方からありますでしょうか。よろしいですか。 
 なければ、本日予定していた案件はこれで終わりになります。 
 次回は９月２５日の水曜日、今度は水曜日の開催とさせていただきます。午
後７時から、この部屋、第１、第２会議室で開催いたします。よろしくお願い

いたします。 
 これをもちまして、本日の会議を終了いたします。皆さん、どうもお疲れさ
までございました。 

 
―― 了 ―― 


